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県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域等の許可、届出等の事務取扱要領 
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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１ 自然環境保全条例（昭和４７年宮城県条例第２５号。以下「条例」という。）に規

定する行為に関する許可、届出、違法行為等に関する事務取扱については、条例及び自

然環境保全条例施行規則（昭和５０年宮城県規則第６８号。以下「規則」という。）、

自然環境保全審議会条例（昭和４７年宮城県条例第２６号）及び事務決裁規程（昭和３

５年宮城県訓令甲第２４号。以下「決裁規程」という。）の定めによるほか、この事務

取扱要領で定めることとする。 

 

   第２章 許可 

 （許可申請の事前指導） 

第２ 許可申請に関し相談を受けたときは、申請に係る行為の内容及び申請書の内容が条

例及び規則に照らし、適切なものになるよう指導することとする。 

２ 指導に当たっては、行政手続条例（平成７年宮城県条例第３０号）第３０条から３５

条までの規定に留意するものとする。 

 

 （許可申請書の審査等） 

第３ 地方振興事務所長及び地方振興事務所地域事務所長（以下「所長」という。）は、

許可申請書の提出があったときは、行政手続条例第７条の規定に留意し、当該申請書に

ついて不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがある場合に

は相当の期間を定め、申請者に補正させた上でこれを審査し、その内容が決裁規程第３

条に規定する専決事項にあっては所長が処理し、その他のものにあっては別紙様式第１

号により環境生活部長（以下「部長」という。）に進達するものとする。 

 

２ 上記の進達は申請書が提出された日（申請書の不備又は不足について補正を求めた場

合にあっては補正がなされて受理した日）から起算して原則として１５日以内に行うこ

ととする。 

この場合において、書類の不備等の補正の要求について相当の期間を経過しても補正

がなされない場合にあっては、行政手続条例第７条の規定により申請を拒否する処分を

行うこととする。 

 

 （各種行為の主従の判断） 

第４ 許可申請の内容に、木竹の伐採や土地の形質変更等を伴う場合など条例第１８条第

１項各号に掲げる複数の行為が含まれている場合は、主たる行為を許可対象行為とし、

その他の行為は関連行為として申請書にその旨を明記させるものとする。ただし、当該

関連行為が通常必要とされる行為の範囲を超えると判断される場合には、それぞれ許可
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申請させるものとする。 

 

 （相関連した諸行為の取り扱い） 

第５ 地質調査ボーリングとダム等の建設、発電所建設と送電線建設、温泉ボーリングと

給湯管付設等一定の計画に基づいて行う相関連した諸行為については、あらかじめ当該

諸行為の計画の概要を当初の許可申請書に添付させ、計画全体につきその適否を判断す

ることにより、諸行為に対する処分が矛盾することのないようにするものとする。 

 

 （許可に際しての条件） 

第６ 許可に当たっては行為の目的、期間又は着手若しくは完了の日、その他自然環境保

全のために必要な事項を書面にて明示するものとする。 

 

 （審議会への諮問） 

第７ 許可申請の内容が、自然環境の保全に支障を及ぼす恐れがあり、審議の必要がある

と認められる場合は、宮城県自然環境保全審議会自然環境部会（以下「自然環境部会」

という。）に諮るものとする。 

 

 （不許可処分） 

第８ 自然環境に影響を及ぼす恐れがあるため不許可処分を行う場合には、行政手続条例

第８条の規定により、処分の内容を通知する書面（以下「指令書」という。）に理由を

明示するものとする。 

この場合において、所長は所長専決事項の許可申請のあった者に対し、不許可処分を

行う場合には、あらかじめ許可申請書の写しを添えて、別紙様式第２号により部長に協

議するものとする。 

 

 （処理期間） 

第９ 条例第１８条第１項及び条例第２０条第３項第６号の規定による許可については、

申請書の提出のあった日から起算して原則として３０日以内に処理するものとする。 

 

   第３章 届出 

 （届出の事前指導） 

第１０ 届出に関し相談を受けたときは、届出に係る行為の内容が条例及び規則等に照ら

し、適切なものとなるよう指導するとともに、事前相談のあった届出内容が次の事項に

該当する場合は、原則としてその行為を実施しないように指導するものとする。 

この場合において、行政手続条例第３０条から第３５条までの規定に留意するものと

する。 

（１）保全地域として指定した主要因を含むこととなる地域の自然環境を損なう恐れの

ある行為の場合 

（２）希少種、分布限界種等の貴重な植生、植物を有する地域及び希少種、分布限界等

の貴重な動物の生息する地域の自然環境を損なう恐れのある行為の場合 

２ 事前指導にあたっては、普通地区及び緑地環境保全地域（以下「普通地区等」という。）

を適正に保全するため、次に掲げる事項により指導するものとする。 

この場合において、行政手続条例第３０条から第３５条までの規定に留意するものと

する。 
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（１）条例第２１条第１項第１号及び条例第２６条第１項第１号に規定する建築物その

他の工作物（以下「建築物等」という）の新築、改築又は増築を行う場合、次のイ

からトまでのいずれかに該当することとし、かつ自然環境に著しい影響を及ぼさな

いものであること。 

イ 既存の建築物の改築又は増築、災害復旧のための新築又は学術研究その他公益上

必要と認められる建築物で当該地域以外の地域においてその目的を達成すること

ができないものであること。 

ロ 自己の居住の用に供される住宅の新築、改築又は増築にあっては、分譲等住宅で

ないものであること。 

ハ 農林漁業用等を営むために必要な建築物等であること。 

ニ 仮設の建築物等にあっては、撤去後の跡地復元が明らかなものであること。 

ホ 道路にあっては次の各号に該当していること。 

① 在来種による法面の緑化に配慮されたものであること。 

② 線形を地形に順応させることにより、大規模な切り土又は盛り土を伴わないよ

う配慮されたものであること。 

③ 切り土又は盛り土部分の土砂が流出又は崩壊しないよう十分配慮されたもので

あること。 

④ 適切な排水対策が講じられたものであること。 

⑤ 残土の処理が適切に行われるものであること。 

ヘ 太陽光及び風力発電等の再生可能エネルギー発電施設にあっては、次の各号に該

当していること。 

① 当該発電施設の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該発電施設を撤

去した後に緑化等跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。 

② 当該発電施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められ

ること。 

③ 野生動植物の生息又は生育上重大な支障を及ぼすおそれがないものであるこ

と。 

④ 当該発電施設の新築、改築及び増築による土砂及び汚濁水の流出防止対策に配

慮されたものであること。 

ト イからヘに掲げる建築物等以外の建築物等にあっては、当該行為の行われる土地

及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に及ぼす影響が必要最小限と

なるものであること。 

（２）条例第２１条第１項第２号及び条例第２６条第１項第２号に規定する宅地の造成、

車道の開設、土地の開墾、その他土地の形質変更を行う場合は、次のイ又はロに該

当することとし、かつ自然環境に著しい影響を及ぼさないものであること。 

イ 宅地の造成にあっては、第１０第２項（１）に該当する行為に伴うものであるこ

と。 

ロ 車道の開設、土地の開墾、その他土地の形質変更にあっては、当該行為の行われ

る土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に及ぼす影響が必要最

小限となるものであること。 

（３）条例第２１条第１項第３号、条例第２６条第１項第３号に規定する鉱物の掘採又

は土石の採取を行う場合、次のイからホまでのいずれかに該当することとし、かつ

自然環境に著しい影響を及ぼさないものであること。 

イ 既存の泉源、水源等の堀かえのために行われるものであること。 
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ロ 農林漁業等の用に供するために慣行的に行われるものであること。 

ハ 学術研究その他公益上の必要があると認められるものであって、当該地域以外の

地域においては、その目的を達成することができないと認められるものであるこ

と。 

ニ 掘採又は採取後の跡地が整理され植生復元の計画があること。 

ホ 河川に推積した砂利又は農地等の砂利を採取するものであって、採取前の状態に

復元することが確実であること。 

（４）条例第２１条第１項第４号、条例第２６条第１項第４号で規定する水面の埋立て

又は干拓を行う場合、次のイからハまでのいずれかに該当することとし、かつ自然

環境に著しい影響を及ぼさないものであること。 

イ 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。 

ロ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。 

ハ 農林漁業等の用に供されるものであること。 

（５）条例第２１条第１項第５号で規定する特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量

に増減を及ぼさせる行為を行う場合は次のイからハまでのいずれかに該当すること

とし、かつ自然環境に著しい影響を及ぼさないものであること。 

イ 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。 

ロ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。 

ハ 農林漁業等の用に付随して行われるものであること。 

（６）条例第２１条第１項第１号から第５号及び条例２６条第１項第１号から第４号で

規定する行為の種類に関わらず、その行為に伴う土地形質変更面積（建築物等の水

平投影面積を含む）が２０ｈａ以上とならないものであること。 

 

 （届出の審査等） 

第１１ 所長は、普通地区等における行為の届出書の提出があったときは、行政手続条例

第７条の規定を留意し、当該届出書について不備又は不足するものがないことを確認し、

不備又は不足するものがある場合には相当の期間を定め、届出者に補正させた上でこれ

を審査し、その内容が所長専決事項にあっては所長が処理し、その他のものにあっては

別紙様式第１号により部長に進達するものとする。 

２ 上記の進達は届出書が提出された日（届出書の不備又は不足について補正を求めた場

合にあっては補正がなされて受理した日）から起算して原則として１５日以内に行うこ

ととする。 

この場合において、書類の不備等の補正の要求について相当の期間を経過しても補正

がなされない場合にあっては、行政手続条例第７条の規定により届出を拒否する処分を

行うこととする。 

３ 受理した届出書については、次に掲げる事項について審査し、条例第２１条第３項

及び条例第２６条第３項により、届出に係る行為の禁止、制限又は必要な措置を命ず

る必要があると認められるときは、同項に規定する期限内に行為の禁止、制限又は必

要な措置を命じるものとする。 

ただし、届出書の内容の不備その他の事由により指導を要する場合はこの限りで

はない。 

（１）保全計画との関係 

（２）行為地及びその付近の状況 

（３）行為の施行方法の適否 
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（４）自然環境に及ぼす影響 

（５）禁止制限措置に関する意見 

（６）他の法令の規定により、当該行為が行政庁の許可その他の処分、又は届出を

必要とするものであるときは、その手続の進捗状況及び処分の見通し 

（７）土地所有者の諾否 

（８）その他禁止制限措置の判断に当たり必要な事項 

 

（各種行為の主従の判断） 

第１２ 普通地区における各種行為の主従の判断については第４の規定を準用するものと

する。 

 

（特別地区と普通地区等で一体的に行われる行為） 

第１３ 普通地区等内において届出を要する行為が特別地区内で許可を要する行為と一体

的に行われる場合は、特別地区内の許可申請書をもって処分するものとする。 

 

（届出者に対する通知） 

第１４ 届出に係る行為の内容が普通地区等における自然環境の保全に支障を及ぼすお

それがないと認めるときは、条例第２１条第７項又は条例第２６条第７項の規定によ

り着手制限期間を短縮するとともに、その旨を届出者に対して書面により通知するも

のとする。 

 

（普通地区等における届出に対する措置命令） 

第１５ 条例第２１条第３項及び条例第２６条第３項における「自然環境の保全のために

必要があると認められるとき」とは、届出に係る行為の内容が、第１０第１項に掲げる

事項に該当する場合とする。 

２ 条例第２１条第３項及び条例第２６条３項の規定に基づき、禁止、制限又は必要な措

置を命ずる処分（以下「措置命令等」という。）を行おうとする場合には、行政手続条

例第２７条から第２９条までの規定により弁明の機会を付与するものとし処分に当たっ

ては指令書にその理由を明示するものとする。 

３ 開発行為に係る調査をする必要があるとき、弁明の機会の付与に時間を要するときそ

の他届出を受理した日から３０日以内に措置命令等の処分が行うことができない合理的

な理由があるときは、その期間を延長することとし、その旨及び延長する理由を別紙様

式第３号により届出した者に対し通知するものとする。 

 

   第４章 違反行為等 

（違反行為の予防及び発見） 

第１６ 所長は、次の事項に留意するとともに、違反行為の予防及び発見に努めるものと

する。 

（１）関係市町村と連携し、区域内及び周辺地域の住民、事業者等に対し、条例等の趣

旨及び規定内容を機会あるごとに周知することとする。 

（２）指定図等を常に整理し、関係者の求めに応じ随時供覧できるよう備えることする。 

（３）巡視を励行するとともに、自然保護員等に対しも違反行為の予防のために便宜巡

視するよう指導することとする。 

（４）申請者又は届出者に対し、許可処分を受ける前又は着手制限期間前に行為に着手
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しないよう指導することとする。 

（５）条件を付して許可された行為又は措置命令等が行われた行為については、当該条

件又は措置命令等を履行するよう指導することとする。 

２ 所長は違反行為が疑われる行為を発見したときは次に掲げる措置を講ずるものとす

る。 

（１）速やかに調査を実施し、行為概要、行為箇所、行為者など、現地の状況や情報提

供者、関係機関等から可能な限り情報を得るよう努める。ただし、発見された時点

で明らかに違反と判断される場合は、速やかに、違反行為を行った者（以下、「違

反行為者」という）に対して、口頭による行為の中止を指示する。 

（２）前号の調査により、当該行為が違反と認められる場合は、違反行為者に行為の中

止を指示するとともに、調査の結果について様式第４号により速やかに部長に報告

するものとする。ただし、当該違反行為が所長専決事項に該当する規模・内容のも

のにあっては、所長が所要の措置を講じるものとし、当該行為の概要及び調査結果

並びに措置の内容について、上記の例により部長に報告するものとする。 

（３）違反行為の中止を指示した時点で、当該違反行為により災害の発生の可能性があ

ると認められる場合には、早急に災害防止のための応急措置を講ずるよう指導する

ものとする。 

（４）当該違反行為が他の法令等の規定による違反行為と重複すると考えられる場合に

は、速やかに当該法令に係る関係機関に連絡するものとする。 

 

（軽微な違反行為に対する行政指導） 

第１７ 部長及び所長は、当該違反行為が許可及び届出に関する基準に適合するものであ

って、条例第２２条（条例第２７条において準用する場合も含む。）の規定による処分

を命ずる必要がないと認められる場合には、始末書のほか、許可申請書及び届出書に添

付させる図面に準じたものを提出させ、書面による厳重注意処分を行うものする。 

 

（違反行為に対する中止命令等） 

第１８ 条例の規定に違反する事実を確認し、自然環境の保全のため必要があると認め、

条例第２２条又は第２７条の規定により、その行為に対し中止又は原状回復命令等、必

要な措置を命ずる処分（以下「中止命令等」という）を行おうとする場合には、行政手

続条例第２７条から第２９条までの規定により、弁明の機会を付与するものとし、その

旨を通知することとする。 

２ 部長又は所長は必要に応じ、前項の規定による手続きを行うに先立ち、行為者に対し

て指示書により違反行為の是正を、履行期間を付して指示するとともに、当該指示に対

する措置内容等について回答書を提出させるものとする。 

３ 違反行為の態様が悪質であり、中止命令等または原状回復等の措置をとらない場合な

ど、特に必要と認める場合は、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第２３９条及

び第２４１条の規定により告発の手続きをとることを検討するものとする。告発に当た

っては、あらかじめ司法当局と調整を行うものとする。 

 

（違反行為に係る協議） 

第１９ 所長は、違反行為に係る所要の措置等を講ずるに当たり、所長が必要と認める場

合には、様式第５により部長へ協議するものとする。 
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   第５章 事務処理等 

（指令書等の交付） 

第２０ 部長又は所長は、処分した行為に係る許可指令書又は受理書を許可申請者又は届

出者に交付するとともに、その写しを関係市町村長へ送付するものとする。この場合に

おいて、部長は当該写しを所長へも送付するものとする。 

 

（許可済標識の掲出） 

第２１ 部長又は所長は、許可指令書又は受理書を許可申請者及び届出者に交付する際に

は、別途通知（昭和５８年３月２９日付環保第６０９号）に基づいた許可済標識の掲出

を指導するものとする。この場合において所長は、許可指令書又は受理書の写しを関係

自然保護員に送付するとともに許可又は届出のあった行為の内容について巡回指導する

よう指示することとする。 

 

（国又は地方公共団体が行う行為） 

第２２ 条例第２１条第５項又は条例第２６条第５項の規定による国、県の機関又は市町

村等が行う行為に係る協議又は通知は、この要領の規定に準じて取り扱うものとする。 

 

（所長専決事項の報告） 

第２３ 所長は所長専決事項で処理した行為について、前年度分の処理状況を毎年４月

２０日までに別紙様式第６号により部長へ報告することとする。 

２ 不許可処分及び措置命令等を行った場合は速やかに別紙様式第７号により部長へ報

告することとする。 

 

（その他） 

第２４ その他事務取扱上、必要な事項についてはその都度別に定めるものとする。 

 

附 則 

この要領は平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は令和３年２月５日から施行する。 

 


